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埼玉県後期高齢者医療広域連合 

 

 

  

  

１．後期高齢者医療の資格について  

 

● 被保険者となる方 

埼玉県内に住所を有する次の方が被保険者となります。 

１. ７５歳以上の方 

２. ６５歳以上７５歳未満の方で、一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた方 

 

● 資格の取得（被保険者となるとき） 

１. ７５歳になったとき（７５歳の誕生日当日から） 

２. ７５歳以上の方が、埼玉県外から転入したとき（転入した日から） 

３. ６５歳以上７５歳未満の方で、一定の障がいがあると広域連合に認定されたとき（認定日から） 

４. 適用除外要件に該当しなくなったとき（生活保護の廃止日等から） 

※ 被保険者証には資格の効力の発した日を示す「発効期日」を記載してあります。 

 

● 資格の喪失（被保険者でなくなるとき）  

１. 埼玉県外へ転出したとき 

２. 死亡したとき 

３. ６５歳以上７５歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障がいの 

認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき 

４. 適用除外要件に該当したとき（生活保護の開始等） 

                 

 

  

これまで加入していた国民健康保険又は被用者保険の被保険者証は 

資格取得日から使えなくなります。 

 

 

 

被保険者が月の途中に県内市区町村間で転居した場合は、保険者番号が変更になる 

ため診療報酬明細書（レセプト）の作成が複数になることがあります。 

 

 

 

 

～～  医医療療機機関関のの皆皆様様へへ  ～～  

  注注  意意  

  注注  意意  
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２．被保険者証について  

 

医療機関受診の際には「後期高齢者医療被保険者証」での資格確認をお願いします。 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

【 被保険者番号 】 

８桁の番号です。被保険者証で必ず確認をお願いします。 

【 保険者番号 】 

市区町村ごとに保険者番号が設定されます。 

 

 

 

【 限度額適用・標準負担額減額認定証・特定疾病療養受療証 】 

これまで加入していた国民健康保険又は被用者保険と取扱いは変わりませんが、 

被保険者番号の確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

法別番号 都道府県 

番号 
市町村番号 検証 

番号 

３ ９ １ １ □ □ □ □ 

埼玉県後期高齢者医療広域連合 

３ ９ １ １  

３ ９ １ １  
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見 本 

問問いい合合わわせせ先先  

埼埼玉玉県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合  

〒〒３３３３００－－００００７７４４  埼埼玉玉県県ささいいたたまま市市浦浦和和区区北北浦浦和和５５－－６６－－５５  埼埼玉玉県県浦浦和和合合同同庁庁舎舎４４階階  

ＴＴＥＥＬＬ  ００４４８８－－８８３３３３－－３３２２２２２２（（代代表表））  
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